
最高裁秘書第1507号

令和4年5月26日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

4月28日付け（5月2日受付、第040102号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で9枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、 これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、 これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

十

担当課秘書課（文書室） 電話03 （4233） 5240 （直通）

／



日付：令和4年5月6日

ページ： 1/9
既済事件一覧表 集計期間 令和4年3月1日～ 令和4年3月31日
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７
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
１
１
６
，

２
４
４
５
２

》
密
謂
一
謂
謂

船所寛生
一

堀内元城

輌
蒜
癌

誠
一
龍
一
鴎

’ 鷹野旭

笹本哲朗

巨
言
国
言

５
１
６
８
第
第
；
ｊ
オ
オ
年
年
４
４

〈
わ
《
わ

口
一
□■ﾛ■文京区

国

独立行政法人国立病院
機構

鹿児島県市町村総合事
務組合



日付：令和4年5月6日

ページ: ． 4/9
既済事件一覧表 集計期間 令和4年3月1日～ 令和4年3月31日

番号｜ 法廷 ｜主任裁判官主任鯛査官 事件番号 準
一
□
｜
□

蝿
一
口
且
旦
口
□
｜
且
□

終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

言決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

1 上告人 被上告人
’

令4年(オ)第121号1 78 第2小法廷|菅野博之
79第2小法廷三浦守

・ ’ ’

80第2小法廷三浦守

81篭2小法廷三浦守

第2小法廷
一一

第2小法廷

守守

浦浦
一一一一一一

|前田
一一

'森川
一

|川崎

笹本

鵠
一
塞
一
唾
一
議

鋼
－
６
４
’
５

第
第
第
一
第

オ
オ
オ
ー
オ

ロ
言
．
巨
石
巨
看
巨
言

ｊ

ｊ

ｊ

』

く
く
く
く

１

１
２
》
９

４
５
６

》
》
｜
｜
》
一
》

口
一
□

第3小法廷 |林道晴 中嶌･諏訪82 □
｜
口
一
□

R4．3．15

83 1第3小法廷|宇賀克也 ｜能登謙太郎|令3年(オ)第961号第3小法廷1宇賀克也 ｜能登 謙太郎

配

第3小法廷渡邉惠理子｛船所惠理子船所

露

寛生

華
一別

R4･3．15

R4･3・15

R4．3．.15

R4-3．15

R4･3・15

R4．3．15

R4．3．15

惠理子前田一躍 讓
第
第
第

宣
言
宮
呑
口
言

〕
ｊ
ｊ

２
３
４

７
９
２

５
９
５

１
１
｜
１

ば
け
局

》
一
》
‘
ゞ
》

第3小法廷 決定(棄却）

決定(棄却）

鯛
師
‐
｜
師
一
躯
↓
的
一
卯
一
馴
嘩
一
鯛
一
弧

型胆
罰顕廷

廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

錘
一
弛
壷

識
》
識
一
誌

識
一
誌

認
一
蕾
霊

宇賀

轆

蝿

讓

‐克也堀内

長嶺安政一藤

宇賀克也宮崎

林道晴 川崎

林道晴 羊藤

一
雑
一
睡
霊

令3年(オ)第1521号 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□i□
=. ;

□｜□》
｜
窄
轤
》

１
１
１
１

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く

く

く

く

年
年
年
一
年

《
』
ｑ
〕
ｎ
○
一

ｑ》

今
石
今
祠
《
わ
《
《
わ 号

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３

３

３

第
一
第
第

□：□
グ

‐□ゞ□|R4:3･15
R4･3㎡15

1R4b3･15
卜

一号

４
７
３
３
６
６

第
一
第

わ
一
わ

銅
一
》

決定(棄却）

決定(棄却）

口
一
口
一
□
｜
□
｜
□

□

□
｜
口
一
口
一
□
｜
□

□

窪
一
壼
壼

戸倉

戸倉

第3小法廷
二

第3小法廷

第3小法廷

恵理子

三郎

三郎

三郎

三郎

本
原
嶌

笹
家
中

塚原

|中嶌

巍
一
龍
一
調

尚秀
一

諏訪

薦野旭

貝阿彌亮
1一二＝ ロー' 丘二

高瀬保守

宇賀克也

渡邉惠理子

林道晴

宇賀克也

渡邉惠理子

渡邉惠理子

渡邉惠理子

宇賀克也

林道晴
一-二:､言－

戸倉三郎

渡邉惠理子

渡邉惠理子

渡邉惠理子

宇賀克也

第
第
第

号ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
１

６
１
４

如
号
号

酎
一

吋

鋪

今
市
一
一
石
↑
《
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･3・15

R4．3dl5

R4･3b15

R4･3・15

95 1第3小法廷|宇賀克也麿野旭
弱l第3小法廷渡邉恵理子|貝阿彌亮

決定(棄却）

決定(棄却）第
第
第
第
第
彗
第

ｊ
ｊ
ｊ
－
ｊ
ｊ
ｊ

鍔
喝
蝪
鍔
鍔
碍

２
５
５
７
７

７

》
一
》
》

》
｜
識
一
》

》

I

’ 第3小法廷|林道晴 部掃清区十
合
二
組
京
務
東
事

R4･3･15 1決定(棄却）97 |■ □

l 廷
，
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
一
小

３
３
．
３
３

３
３

第
第
第
第
第
第

鷹野旭

宮崎朋紀

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

98

99

100

101

－

102

103

R4Q3・15
-三一一一一一

R4d3E15

R4･3・15

□
｜
□
｜
ロ
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
口
皇
ロ
ー
□
｜
□

宮崎朋紀

宮崎朋紀

川崎直也

R4･3・15
－

R4．3．15号
一
幅
喝

・
０
０

斡
一
謂
詞

ｊ

ｊ
ｊ

オ
オ
オ

年
年
年

４

４
４

《
祠

冷
ｌ
冷

也
生
直
寛
霜
濡
一
搾

R4．3･15

1041第3小法廷 決定(棄却）R4．3･15 ■ □

庫県



日付: ．令和4年5月6日

ページ： 5/9
既済事件一覧表 ･集計期間 令和4年3月1日～ 令和4年3月31日

法廷 ｜主任裁判官主任調査官 事件番号

第3小法廷|宇賀克也 川崎直也令4年(ｵ)第122号
第3小法廷宇賀克也川崎直也令4年(オ)第123号

第3小法廷戸倉三郎佐藤政達令4年(オ)第179号

第3小法廷戸倉三郎笹本哲朗 令4年(オ)第243号

第1小法廷山口厚 野中伸子 令3年(オ)第1073号

第1小法廷深山卓也 能登謙太郎令3年(オ)第1127号

第1小法廷深山卓也能登謙太郎令3年(オ)第1128号

第1小法廷深山卓也能登謙太郎令3年(オ)第1129号

第1小法廷山口厚 堀内元城令3年(オ)第1499号

第1小法廷安浪亮介 一藤哲志 令3年(オ)第1505号

第1小法廷堺徹 前田志織 令3年(オ)第1571号

第1小法廷岡正晶 貝阿彌亮 令3年(オ)第1621号

佐藤政達
一

笹本哲朗

深山卓也

深山卓也

能登謙太郎

能登謙太郎

安浪亮介 ’一藤哲志
堺徹 ｜前田志織

第1小法廷 貝阿彌亮

晶

器
一
価
一
価
一
ｍ
ｍ
一
ｍ

備考‐ I上告受理終局日 垂
□
｜
□
｜
□
｜
□

□
一
口
｜
□
｜
口
一
口
一
□

蜘
一
□
｜
□
口
百
百
口
｜
旦
旦
□
｜
□

上告人 終局区分被上告人

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

５
５
５

５
７
７
７

１

１
１
１
１
１
１

■
■
■
■
■
■
■

３
３
３
３
３
３

３

牛

牛

牛

牛

牛

小

４

Ｒ
，
Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ
Ｒ
〒
Ｒ

''01第1小法廷
111 1第1小法廷

帷
一
岬
一
岬
一
妬

その他

決定(棄却）

決定(棄却）

R4P3-17

R4．3．17

R4｡3･17

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．3．17 □I□

第1小法廷 佐藤政達厚

正

口

岡
山

116 R4．3･17 |■ ■

令4年(オ)第119号i l 7 決定(棄却）

決定(棄却）

R4．3．17 □！□

第1小法廷 岡正晶

岡正晶

岡正晶

深山卓也

山口厚

安浪亮介

轆
一
騨
一
繕
一
鍔
一
噸

裕
一
儒
一
稗
一
魂
一
睡
認

''8 1第1小法廷
119 1第1小法廷

喝
碍
瑁
喝
渇
一
鍔
一
喝
程
鵺
鍔
号
号

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

』
ｊ
ｊ

ｌ
１
２
２
２
２
９
．
１
１
１
１
３

６
９
０
２
４
５
５
２
３
５
９
３

》
｜
》

》
》
｜
》
一
識
評
》
｜
評
》
》

》

R4･3･17 1決定(棄却）
R4･3･17 1決定(棄却）

□
□

□
□

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

120 決定(棄却）R4．3．17 □ □

’ R4･3･17 1決定(棄却） □｜□121 聖

「 を人地域医療’廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第 廷

122 決定(棄却）R4．3-17

R4口3．17

■ ■
I溺荊読麺識翔■■機能推進イ

前田

廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
２
２

第
第
陰

３
４
５

２
２
２

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□

、
卦
。岡村和美

岡村和美

野中伸子

家原尚秀

R4．3．18

R4．3．18 □
｜
□

□
｜
□1261第2小法廷 草野耕一 ｜堀内元城 決定(棄却）R4･3・18

127 1 第2小法廷 菅野博之 家原尚秀 R4．3．18 1決定(棄却） □｜□

第2小法廷 草野耕一 笹本哲朗128 決定(棄却）R4b3・18 ■| ｜ |■

1291第2小法廷|草野耕一 宮崎朋
130第3小法廷戸倉三郎 ｜本條裕

草野耕一 宮崎朋紀 決定(棄却）
j

決定(棄却）

R4．3"18
－

R4．3．18

口
一
□

ロ
ー
□令4年(オ)第46号

国， ．

独立行政

国



日付：令和4年5月6日

ページ： 6/9
既済事件一覧表 集計期間 令和4年3月1日～ 令和4年3月31日

一 ■■ －墨■－

’ 被上告人 憲法少数

□｜□
番号| 法廷 ｜主任裁翌官｜主任鯛査官 事件番号
~両Tig2小法廷菅野博之 ！熊谷大輔 令4年(オ)=103E

言ロ

罐

年

令

第2小法廷菅野博之

樒

銅

終局区分

決定(棄却）
備考 ｜上告受理｜ 終局日

｢ |R4･3.18_
上告人

巨言

３
８
０
３

１
１一癖年

４
４、冷一

鐸
一
瞬
郡
一
謹
一
鐸
一
壗
一
葬

一
鋤
一
過
華
一
議
一
割
一
率
一
龍

IE
第2小法廷｜岡村和美 決定(棄却）132 ■’ ■R4．3．18

巨

言

自

言

第
第
オ
オ
；
ｊ

く
く

１
１

弱

制

》

一

》

｜
’
第2小法廷

第2小法廷

三浦守’

草野耕一

林道晴

林道晴

決定(棄却）

決定(棄却）

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

口
一
□

口
一
□

R4｡3o18

R4･3･18

R4．3．22

R4･3．22

R4．3．22

R4P3'22

吉野ヶ里町
一口＝一一一

第3小法廷
一写等苧一

第3小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

鍔
号
唱
一
喝
褐
娼
鍔

“屯Ⅱ■

句
晶
》
〃
“
屯
Ⅱ
■
．
咽
Ⅱ
■
弓
■
■
二
屯
■
■
ロ
屯
Ⅱ
■

４
７
０
２
４
４
５

１
３
８
１
４
８
８

第
第
第
第
第
第
第

』
７
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
室
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

“
ｆ
、
〃
ｒ
、
夕
Ｉ
、
〃
■
、
。
ｒ
、
〃
ｆ
、
．
〃
Ｉ
、

奔
奔
奔
奔

群
奔
奔

今市

《
和
今
市
今
市
今
市
〈
Ｔ
《
わ

里 ■l l l■

国 口

□
一

・

１

口
一
口

三

第3小法廷|長嶺安政
第3小法廷|宇賀克也
第3小法廷|長嶺安政長嶺安政

決定(棄却）

決定(棄却） □｜□

I
宇賀克也

決定(棄却）前田： _志織 R4．3．22 ■■

I第3小法廷 決定(棄却）
.ー

決定(棄却）

決定(棄却）

識
霊

蠅
一
霧

R4．3．22

R4･3．22

R4．3･22

口
一
□
｜
□

■
二
□
｜
□

第3小法廷林道晴
J

第3小法廷|宇賀克也 巨
言
‘

”
”
号

５
”
７

１
３
第
第
；
ｊ
オ
オ
く
Ｉ
年
年
３
４

〈
わ
く
や

亮
織
彌
志
阿
田
貝
前第3小法廷 戸倉三郎 ｜前田志織 R4．3･22 1その他143 ■■

第3小法廷長嶺安政 R4．3･22 1決定(棄却）宮崎朋紀 ｜令4年(オ)第52号〃144 !■l■

第3小法廷 林道晴 熊谷大輔 決定(棄却）令4年(オ)第115号145 記Iロ3．22 ■ □

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷 1林道晴
泪 ｰ

第3小法廷|林道晴
第3小法廷戸倉三郎

志織

旭

文規

旭

さつき

哲朗

諏訪

謙太郎

哲志

伸子

謙一

禮

曜

媚

↑
醍
嬬
一
幅
曜
二
峠
犀
犀
砺

第
第

第
第
第

第
第
第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

Ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く
く

く
ｌ
く
く

年
年
年
年

年
年
年
年
年
年
年

隷
制
需
瓠
謡

禄
隷
譲
隷
隷
禄

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却） ‐

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却)

決定(棄却）

決定(棄却）

輌
一
曙
一
壗
一
密
一
割
一
鐸
一
轤
一
潅
一
悪
評
一
識

146
－

147

R4．3．22

R4．3．22

R4■3．22

R4．3．22

R4．3．22

R4･3･24

R4･3･24

R4･3･24

R4-3-24

R4｡3．24

R463．24

□
｜
ロ
ー
□
｜
□
□
｜
ロ
｜
口
一
口
｜
ロ
ー
□
一
口
一

□
｜
□

□
｜
口
一
□
｜
口
一
口
一
□
｜
口
一
□
｜
口
一

□
’
’
四

14照

第3小法廷

第3小法廷

戸倉三郎

渡邉惠理子

149

150

国醒
一
醒
徹
…
唾
一
率
徹

岡
一
山
堺
岡
山
堺

廷
廷
廷
廷
廷
廷

陸
濫
確
感
一
嘘
濫

Ｉ
１
１

Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

ー
１
１
１
１
１

第
第
第
第
一
第
第

：
晶
厚

徹
正
口

堺
岡
山

耐

煙
一
噸
一
“
｜
価
一
価

’仙台市

札幌市



日付：令和4年5月6日

ページ： ．． 、 7/9
既済事件一覧表 集計期間 令和4年3月1日～ 令和4年3月31日

番号 法廷 ｜ ･主任裁判官主任調査官

↑57 1第1小法廷山口厚 ！佐野文規
158第1小法廷堺徹 ｜宮崎朋紀一一二.=. ．_==~

佐野文規

宮崎朋紀第1小法廷|堺徹 宮崎朋紀

備考 ｜上告受理終局日 。 終局区分

r R4･3･24 1決定(棄却）
’ 一 ~-R4･3．24 ;決定(棄却）

稚
一
□
｜
□

型

□

□

事件番号 上告人 被上告人

本條裕

熊谷大輔

鷹野旭

鷹野旭

本條裕

鷹野旭

船所寛生

本條裕

熊谷大輔

鷹野旭

鷹野旭

本條裕

鷹野旭

船所寛生

本條裕

麿野
識一旭一旭

、

鳩・

号

蝪

掲

鋸

１
５
１
１
１

６
３
０
６
８

帳
一
罐
帳

艫
一
癖

》
一
》
｜
》

》
一
》

、

指
・
号
蝪

掲
鋸

Ｉ
Ｒ
ｕ
“
Ｉ
Ｔ
ｌ
イ
ー

Ｄ
ｑ
ｕ
ｎ
》
《
０
、
ひ

宋
捨
弟
捨
弟
播
弟
捨
弟

ｗ
顧
吻
崩
砺

》
一
》
｜
》

》
一
》

第1小法廷,深山卓也

第1小法廷安浪亮介安浪亮介

決定(棄却）159 □R4･3｡24 □

｜熊谷
堺徹
安浪亮介 ｜鷹野

決定(棄却）価
一
価
一
唖

価
一
蝿

口
一
口
一
□
｜
□

口

口
一
□

口
一
□

□

R4．3．24

R4．3．24

R4｡3｡24

R4p3画24

R4．3．24

第'小法廷|堺徹
第1小法廷安浪亮介

第1小法廷深山卓也

第1小法廷山口厚

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

口
呑
口
言
自
言
巨
石

５
４

０
１

９
４

５
６

１
２
２
２

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

４

４

４

４．

《
萢

《
わ

《

而

岑

祠

号
号
号
号
０
１
５
６

《わ

《
而
岑
祠

号
号

５
４

０
３

９
４

７
９

１
２
２
２
２
２

第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く

峰
拝
峰
碑
奔
碑

《萢

今
洞
呑
祠

決定(棄却）

第'小湊廷|堺徹
第1小法廷山口厚

決定(棄却）

決定(棄却）

165 □R4．3･24 ■

川崎直也
h

船所寛生

166 R4｡3｡24

R4－3甲24

□ □
｜
□’第1小法廷 山口厚 決定(棄却）167 ■

第2小法廷 三浦守 能登謙太郎 令3年(オ)第1140号 決定(棄却）168 ■R4．3．25 ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

、
、
、
、
、

４
４
４
４
．
４

２
２
２
２
２

第
第
第
第
第

藷
一
耐
霊
一
零
一
蹄

罐
一
罐
一
緋
一
許
↓
‐
｜
纒

識
一
蕊

｜
旭
一
騨
一
旭

喝
碍
唱
号
号
号

２
４
９
４
６
２

５
５
５
１
２
－
７

楠
褐
褐
鍔
一
褐

褐

年
年
年
年

年
年

く
く
く
Ｉ
く
く

隷
隷
隷
評
討
讓

轆
一
燕
一
曙
一
搾
一
鶴

噸
．
一
ｍ
一
ｍ
．
極
一
栩

R4･3．25

R4．3．25

R4．3･25

R4･3．25

R4．3．25

□

ロ
ー
□
｜
□
｜
□

□

口
一
□
｜
□
｜
□

一
．
｜
’

菅野博之 R4:3｡2, i決定(棄却）熊谷一大輔第2小法廷174 ■ □

唾Y謂霊詞■■ 決定(棄却）

決定(棄却）

王告敢予iヂ

上告取下げ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

蕾
一
耐
雪

雪
一
霊
一
壼
一
龍
一
壼

号
号
号

７
９
６

５
０
２

１
１
９

曉
潭
環

オ

オ

オ

く
く
く

》

》
｜
》

廷
廷
廷

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法

》
１
‐
、
、
、
、
、
、
、

Ｉ
１
１
１
１
１
１
１

Ｊ
Ｊ

Ｊ
ノ
。
ノ
ノ
Ｊ
ノ

錘
霊
霊
霊
詫
謡
識
詫

睦
一
禮
一
緋
一
許
一
錘
一
郭
一
罫
一
弐

誇
一
謡
癖
一
雷
雨
窪
一
謹
一
鐙

謙太郎

哲志

文規

文規

諏訪

謙太郎

謙太郎

謙太郎

175

176

177

178

179

R4･3･25

R4．3P25

R4･3．28

R4'･3．28
皇一一

R4．3．29

R4．3．29

R4．3･29

R4p3・29

ロ
ー
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□

□
｜
□
｜
□

ロ
ー
□

ロ
ー
□
｜
□

号
号
娼
碍
蝪

６
９
１
１
１

９
９
１
１
》
１

３
６
３
７
７

鶴
濤
、
澆
濤
鶴

錨

報

霜

軸

需

隷
需
詫
認
認

国
０
１
８
８

１
１

182



日付：令和4年5月6日

ページ呂 一 8/9
既済事件一覧表 集計期間 令和4年3月1日～ 令和4年3月31日

番号 法廷 ｜主任裁判官｜主任鯛査官 率
一
口
一
□
一
□

事件番号 終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

蝿
一
口
一
□
｜
□

’ 上告人 被上告人 備考 |上告受理 終局日
R4･3･29

R4.3.29

R4．3．29

1831第3小法廷|戸倉三郎 ｜能登謙太郎
184第3小法廷 戸倉苣郎 ｜罷登謙太郎

号
一
一
号
一
号
号

９
２
５
８

７
２
１
１

１
－
２
３
３

謂
詞
詞
詞

；
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

》
｜
》
一
》
一
》

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

３
３
３
３

第
第
第
一
第

林道暗

戸倉三郎

渡邉惠理子

船所寛生

能登謙太郎

185

186 決定(棄却）R4．3･29 □ ■

本條裕 令3年(オ)第1321号187

－

188

決定(棄却） □□R4．3．29

戸倉三郎 能登謙太郎

能登謙太郎

令3年(オ)第1330号 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
口
一
口
一
口
一
口
｜
□

R4･3．29
q

R4．3．29

R4．3．29

R4．3．29

□
｜
口
一
□
｜
口
一
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□

第3小法廷|戸倉三郎慨

｜
伽
一
伽
一
哩
一
岬
一
剛

価
一
噸

令3年(オ)第1356号

第3小法廷

第3小法廷

戸倉三郎 能登

能登

謙太郎
一

謙太郎

令3年(オ)第1367号

戸倉三郎 ロ
呑
口
言

３
．
３

７
８
５
３

第
一
第

〕
ｊ
オ
オ

鋼
一
軍

認
謡第3小法廷長嶺安政 船所寛生

第3小法廷戸倉三郎能登謙天
4

第3小法廷斗戸倉三郎能登謙太

戸倉三郎

戸倉三郎

能登謙太
国 I 決定(棄却）

決定(棄却）

R4･3･29

R4．3.．29郎

能登謙太郎

能登謙太郎

能登謙太郎

能登謙太郎

堀内元城

麿野旭

貝阿彌亮

熊谷大輔

令3年(オ)第1388号令3年(オ)第1388号

罎
唱
碍
号

３
５
９
０

４
４
５
３

１
１
１
１

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く

Ｉ

く

く

年

年

年

年

３

３

３

４

〈
而
・

《

わ

く

祠

《

わ

罎
唱
碍
号

３
５
９
０

４
４
５
３

１
１
１
１

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く

Ｉ

く

く

年

年

年

年

３

３

３

４

〈而

《
わ
く
祠
《
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．3．29

R4･3･29

R4．3．29

R4．3･29

郎
政
三
安
晴

倉
嶺
道

戸
長
林

廷
廷
圭
廷

法
法
法

小
小
小

３

３

’３

第
第
第

５
６
７

９
．
９
９

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷 林道晴 号
号
号
号

４
０
５
４

４
７
８
１

１
１
１
２

第
第
第
一
第

〕
１
Ｊ
ｊ

け
け

吋
は

年
一
年

年

年

４
－
４

４

４

《
わ
く
Ｔ
今
而
二
而

亮
輔
輔

彌
大
旭
天

阿
谷
野
容

貝
熊
麿
一
熊

号
号
号
号

４
０
５
４

４
７
８
１

１
１
１
２

第
第
第
一
第

〕
１
Ｊ
ｊ

輯
一
輪

輔

輔

４
Ｆ
４

４

４

《
わ
一
〈
Ｔ
今
而
杢
而

麿野旭

198 決定(棄却）R4．3･29 ■■

長嶺安政熊谷大輔第3小法廷199 決定(棄却）R4･3･29 □ 口
一
□

一

宇賀克也|麿野旭
宇賀克也 ｜熊谷大輔

第3小法廷200 決定(棄却）R4．3．29 ■

201 第3小法廷宇賀克也

第3小法廷戸倉三郎

第3小法廷戸倉三郎第3小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･3．29

R4｡3･29

R4．3．29

■
｜
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□

号
号
３
５
６
７
２
２
第
第
』
ｊ
オ
オ

く
一
く

年

年

４

４

〈
わ
《
わ

神谷厚毅

熊谷大輔

202

203

第3小法廷
字賀克也 |前田志織
長嶺安政 ｜川崎直也

前田志織 号
号
唱
瑁

８
１
１
６

７
８
０
２

２
２
１
１

第
第
第
第

；
Ｊ
１
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
ｌ
く
く

年
年
年
年

４
４
３
３

〈
わ
《
而
今
、
《
わ

204 決定(棄却）R4．3･29 ■ ■

R4･3･29 1決定(棄却）2051第3小法廷 □’ .□

！
第1小法廷

山ﾛ厚 ｜本條裕
深山卓也 ｜本條裕

山口厚206 決定(棄却）R4･3．31 □ ■

207 1第1小法廷 R4･3．31 決定(棄却)、 □｜□



､

日付： 令和4年5月6日

ページ： ． 9/9．
既済事件一覧表 集計期間 令和4年3月1日． ～ 令和4年3月31日

一一一

番号 法廷 主任裁判官｜主任調査官卜号｜ 法廷 主任裁判官主任調査官 一事件番号≦ 一一 上告人
208篦1小法廷 岡正晶 船所寛生 令3年(オ)第1351号

209第1小法廷堺徹 野中伸子令4年(オ)第84号

第1小法廷208 岡正晶

－
１ 備考 ｜上告受理 終局日 終局区分 ｜憲法I少数被上告人

R…’ |決定(棄却）
R4.3.31 1決定(棄却）

札幌市 ■■

□I□

第1小法廷 安浪亮介 森川さっき210 令4年(オ)第125号 決定(棄却）R4･3631 □□

也
也
卓
卓

山
山
深
深
廷
廷
法
法
小
ト
ノ

ノ

１
１

陰
Ｉ
鶴

１
．
２

１
１
２
２

本條裕

川崎直也

第
第
オ
オ

ロ
言
巨
言

７
ｊ
２
３

く
く

０
３
９
６

》
｜
》

決定(棄却）

決定(棄却）

□｜□
可-百

R4．3．31

R4．3．31


